
【
事
例
①
】　

　

朝
８
時
半
か
ら
７
時
間
勤
務
の
パ
ー
ト

で
小
さ
な
町
工
場
で
働
き
、
後
少
し
で
勤

続
15
年
に
な
る
。

　

先
日
、
退
職
し
た
同
僚
が
雇
用
保
険
料

が
給
料
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
の
に
雇
用

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
。
半

信
半
疑
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
問
合
わ
せ
た

が
、
自
分
も
加
入
が
な
い
と
言
わ
れ
た
。

　

労
働
基
準
監
督
署
に
も
相
談
し
た
が
、

「
事
業
主
に
す
ぐ
に
納
め
る
よ
う
に
申
し
出

て
、
納
め
れ
ば
２
年
間
は
加
入
し
て
い
た

こ
と
に
で
き
る
。
し
か
し
、
時
効
が
あ
る

た
め
２
年
以
上
前
の
分
は
ど
う
し
よ
う
も

な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
納
得
が
い
か
な
い

が
時
効
が
あ
る
っ
て
本
当
か
。
給
料
明
細

は
全
部
で
は
な
い
が
、
８
年
位
前
か
ら
の

は
取
っ
て
あ
る
。

　

事
業
主
の
雇
用
保
険
手
続
き
漏
れ
に
よ
る

取
得
に
つ
い
て
は
、
加
入
遡
及
期
間
は
２
年

ま
で
と
す
る
時
効
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
労
働

保
険
徴
収
法
第
41
条
１
項
）。
こ
れ
ま
で
給
料

か
ら
保
険
料
が
控
除
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

２
年
よ
り
前
に
つ
い
て
は
時
効
に
よ
り
加
入

で
き
な
い
。
そ
の
期
間
の
保
険
料
は
事
業
主

か
ら
全
額
返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
。

　

し
か
し
、
保
険
料
が
全
額
戻
っ
て
も
、
失

業
給
付
の
日
数
は
加
入
期
間
に
よ
っ
て
変
わ

る
こ
と
か
ら
（
別
表
「
給
付
日
数
」
参
照
）、

受
給
総
額
が
減
っ
て
し
ま
い
被
保
険
者
が
不

利
益
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
事
実
。
従

っ
て
、
不
足
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
正

な
事
務
処
理
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
債
務

不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
（
民
法
第

４
１
５
条
）、
又
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠

償
責
任
（
民
法
第
７
０
９
条
）
を
事
業
主
に

求
め
取
り
戻
す
し
か
な
い
。

　

但
し
、
こ
れ
も
事
実
を
知
っ
て
か
ら
一
定

期
間
に
行
わ
な
い
と
時
効
（
10
年-

民
法
第

１
６
７
条
、
３
年-

同
法
第
７
２
４
条
）
が

あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

【
事
例
②
】　

　

会
社
の
経
営
状
況
が
悪
く
辞
め
さ
せ
ら

れ
そ
う
だ
。
44
歳
で
勤
続
10
ヶ
月
し
か
経

っ
て
い
な
い
が
、
も
し
も
の
時
に
雇
用
保

険
の
失
業
給
付
金
は
ど
の
位
も
ら
え
る
か
。

　

同
僚
に
聞
い
た
ら
、
雇
用
保
険
加
入
期

間
が
最
低
６
ヶ
月
あ
れ
ば
失
業
給
付
が
受

け
ら
れ
た
が
、
少
し
前
に
改
定
さ
れ
、
12

ヶ
月
な
け
れ
ば
受
け
ら
れ
な
い
と
言
う
。

だ
け
ど
、
退
職
の
理
由
に
よ
っ
て
は
６
ヶ

月
で
受
け
ら
れ
る
と
も
聞
い
た
。

　

同
僚
は
45
歳
で
勤
続
11
年
だ
と
い
う
。

　

解
雇
又
は
事
業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ

る
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職
で
あ

れ
ば
特
定
受
給
資
格
者
に
該
当
し
、
受
給
資

格
は
離
職
日
以
前
の
１
年
間
で
被
保
険
者
期

間
（
11
日
以
上
労
働
日
の
あ
る
月
。
以
下
同
）

が
６
ヶ
月
以
上
あ
れ
ば
良
く
、
給
付
制
限
も

な
い
。

　

被
保
険
者
期
間
が
１
年
未
満
の
場
合
は
年

齢
に
関
係
な
く
給
付
日
数
は
90
日
。
な
お
、

同
僚
の
方
の
場
合
は
、
45
歳
以
上
60
歳
未
満

で
被
保
険
者
期
間
が
10
年
以
上
20
年
未
満
に

該
当
し
、
給
付
日
数
は
２
７
０
日
と
な
る
。

　

被
保
険
者
が
失
業
し
た
場
合
、
受
給
資
格
は
原
則

と
し
て
「
離
職
の
日
以
前
２
年
間
の
被
保
険
者
期
間

が
通
算
し
て
12
ヶ
月
以
上
」
あ
る
こ
と
が
必
要
（
Ｈ

19
年
10
月
１
日
改
定
）。

　

但
し
、
特
定
受
給
資
格
者
と
特
定
理
由
離
職
者
に

該
当
す
る
者
は
、「
離
職
日
以
前
の
１
年
間
で
被
保
険
者
期
間

が
６
ヶ
月
以
上
」
あ
れ
ば
給
付
制
限
な
く
支
給
さ
れ
る
。

　

①
契
約
期
間
３
年
未
満
で
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
退
職
、
②

定
年
、
移
籍
出
向
に
よ
る
退
職
、
③
被
保
険
者
期
間
12
ヶ
月
以

上
で
の
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職
、
④
正
当
な
理
由

の
な
い
自
己
都
合
退
職
（
転
職
希
望
、
一
身
上
の
都
合
な
ど
）、

⑤
被
保
険
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
重
大
な
理
由
に
よ
る
解
雇
。

（*

④
と
⑤
の
該
当
者
は
、
３
ヶ
月
間
基
本
手
当
の
給
付
制
限

が
あ
る
）。

　

一
般
の
離
職
者
の
内
、
被
保
険
者
に
責
め
の
な
い
特
定
の
離

職
理
由
（
①
解
雇
に
よ
る
離
職
、
②
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
に
よ
り
事
業
の
継
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

解
雇
に
よ
る
離
職
、
③
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
雇
止
め
、
④
事

業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合

退
職
、
⑤
事
業
所
移
転
等
に
伴
う
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都

合
退
職
）
に
該
当
す
る
者
を
特
定
受
給
資
格
者
と
い
い
、
受
給

資
格
が
「
離
職
の
日
以
前
の
１
年
間
で
被
保
険
者
期
間
が
６
ヶ

月
以
上
」
と
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、
Ｈ
21
年
４
月
１
日
か
ら
①
契
約
期
間
３
年
未
満
で
、

契
約
満
了
時
に
労
働
者
が
契
約
更
新
の
希
望
を
し
た
に
も
関
わ

ら
ず
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
退
職
、
②
被
保
険
者
期
間
６

ヶ
月
以
上
で
、
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職
の
場
合
、

新
た
に
「
特
定
理
由
離
職
者
」
と
い
う
区
分
が
追
加
さ
れ
た
。

受
給
資
格
は
特
定
受
給
者
に
同
じ
。

　

給
付
日
数
は
左
表
の
通
り
、
一
般
と
特
定
で
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
一
般
の
受
給
資
格
者
は
年
齢
に

関
係
な
く
被
保
険
者
期
間
で
90
日
か
ら
１
５
０
日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
が
、
特
定
受
給
資
格
者
と
特
定
理

由
離
職
者
は
年
齢
と
被
保
険
者
期
間
に
よ
っ
て
90
日

か
ら
最
高
３
３
０
日
ま
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
自
己
都
合
退
職
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
き
っ
か
け
が
体

力
の
不
足
、
疾
病
や
家
庭
事
情
の
急
変
に
よ
る
も
の
等
正
当
な

理
由
が
認
め
ら
れ
る
と
特
定
理
由
離
職
者
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
る
の
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
窓
口
で
相
談
を
。

　

事
業
主
が
雇
用
保
険
の
加
入
手
続
き
を
す

る
と
、「
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
」
が
交
付
さ

れ
初
め
て
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生
し
、

雇
用
保
険
の
受
給
権
な
ど
の
権
利
や
義
務
が

生
じ
ま
す
。
こ
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
を

事
業
主
に
預
け
た
ま
ま
に
し
て
い
る
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ

っ
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
、
で
き
る
限
り
自

分
自
身
で
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。
紛
失
し
た

場
合
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
再
交
付
の
申
請
が

で
き
ま
す
。

　

年
金
の
未
加
入
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
雇
用
保
険
制
度
も
勤
労
者
に
と
っ
て
失
業

し
た
と
き
の
生
活
保
障
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
制
度

で
す
。

　

今
号
は
当
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
相
談
員
の
山
口
正
人
特

定
社
会
保
険
労
務
士
の
相
談
事
例
か
ら
、
給
料
控
除
さ
れ
て
い
た
雇
用
保
険
料
が
実
は
加
入
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
問
題
や
雇
用
保
険
失
業
給
付
の
受
給
資
格
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
回
答
】

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞

ƒ
０
１
２
０̶

３
９̶

６
０
２
９

毎
月
第
２
土
曜
日
は
、
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
特
定
社
会

保
険
労
務
士
な
ど
専
門
家
相
談
員
に
よ
る
相
談
日
で
す
。

「
雇
用
保
険
」

「
雇
用
保
険
」

シリーズ
No.22
シリーズ
No.22

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

山口正人　特定

社会保険労務士

「
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
」

【
回
答
】

「
給
付
日
数
」

給付日数
●一般の離職者（自己の意思による離職者および定年退職者）

被保険者期間
年齢

全年齢共通

5年未満 20年以上

90日

5年以上
10年未満

90日

10年以上
20年未満

120日 150日

●倒産、解雇等による離職者（特定受給資格者・特定理由離職者）
被保険者期間

年齢

30歳未満

30歳以上35歳未満

35歳以上45歳未満

45歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満

1年未満 20年以上

90日

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

90日

90日

180日

150日

120日

180日

240日

180日

180日

210日

240日

270日

210日

-

240日

270日

330日

240日

10年以上
20年未満

注1）基本手当を受給している人にはその期間中は老齢年金が支給されない。
注2）公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける人等に対して行わ
　　れる訓練延長給付やその他広域延長給付、全国延長給付の延長給付があ
　　る。
注3）平成24年3月31日までの暫定措置として、解雇や労働契約が更新されな
　　かったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困
　　難な場合に給付日数を60日分延長。（35歳以上60歳未満で算定基礎期間
　　が20年以上の場合は30日分)

「
一
般
の
離
職
者
」

「
特
定
受
給
資
格
者
」

「
特
定
理
由
離
職
者
」
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